
別添 建設局の取組事例

• ⑥組織的なリスク管理の仕組みの改善 Ｐ1 ～ 4

• ⑦技術・スキルの向上に向けた研修等の実施 Ｐ5 ～ 6

• ⑧専門技術者等の外部知見の活用 Ｐ7
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〇目的
建設局所管のインフラ整備事業等の実施に際しては、本市財政への負担となる事業費の増加や工期延期による事業

完了の遅れなど、市民生活に影響を与えかねないリスクが潜在していることから、これまでの各担当による取組みに加え、
局全体で横断的なリスクマネジメントに取り組む。

〇体制
内部統制責任者である局長をトップとする内部統制体制に『事業リスク管理部会』を令和3年5月に設置。各事業におけ

るリスクの洗い出し、評価、対応策の検討等をマネジメントする。

統制部会
（部会長：事務理事）

契約監理部会
（部会長：技術理事）

コンプライアンス連絡会議
（内部統制責任者：局長）

R3.5新設

事業リスク管理部会
（部 会 長：技術理事）
（副部会長：事務理事）

事務局
（随時開催）

〇効果
・潜在リスクの早期把握
・リスク発生の未然防止
・リスク発生時の適切な対応

最高内部統制責任者（市長）
副最高内部統制責任者（副市長）

分任内部統制責任者
（事業所管部長等）

内部統制員
（事業所管課長等）

指示報告

各部・課による取組みの実施
（セルフ・チェックの実施）

１

令和3年度、総務課に
事業リスク管理担当を設置

内部監査の実施

参考：建設局の事業全体のうち、

Ⅰ区分（総事業費・事業期間を定

める事業）の中から年間約10事業

を選定

⑥組織的なリスク管理の仕組みの改善
建設局インフラ整備事業におけるリスクマネジメント


